
大津波の避難体制

令和３年５月２８日（金）

学校運営協議会



避難体制確立の必要性



釧路市の津波予報区 【大津波ハザードマップ】



「ただいま震度５強の地震
があり、津波警報が発令さ
れました。高等部棟３階へ
避難してください。」

高等部3階の指定の避難場所へ

津波の危険がある場合
（１０ｍ以下）



【高等部棟津波避難場所】



【津波緊急避難施設】～校舎が倒壊もしくは火災発生の場合～



高等部３階は高さ１２ｍ

（本校防災計画）

・児童生徒を連れて、２０分以内に行くことができ

る４階建て以上、１２ｍ以上の場所へ避難する。

・避難先～本校高等部屋上、津波避難ビル等

１０ｍ以上の大津波警報

東日本大震災級の大津波には対応できない！



・最寄りの高台、もしくは緊急避難場所、津波緊急避

難施設、津波避難ビルに移動する。

・釧路市緊急避難場所等 ～景雲中学校他９３カ所

・釧路市や行き先のハザードマップと防災ラジオを持

参する。

校外での学習中～校外体験学習、宿泊研修など



・バスで移動が可能であれば、高台または海岸線や河

川から離れる方向で避難するか、学校に戻る。

・近くのビルやホテルなどの高い建物に避難する。

・「東コース」 ～比較的、高台が多い。

「西コース」 ～平地で海岸線が多い。

「中央コース」～平地で釧路川と新釧路川に挟まれている。

スクールバスによる走行中



・周りの教員だけで車椅子の児童生徒を降ろす

または、上げるための人員が必要！

緊急時 エレベーター停止

・混雑を避けるため、
中学部と高等部の間の階段を優先的に使用する。

車椅子の児童生徒の避難



避難訓練（地震・火災）９／８（水）

避難訓練（地震・津波）２／１６（水）

防災学習（地震・津波）２学期予定

防災（避難）訓練

寄宿舎避難訓練（地震・津波）９／３０（水）



事故、災害を他人事としてはなく

必ず起こりうるものとして

今、起きたら、自分は何をすべきか、何ができるかを

普段から緊急時に備えてイメージし、

一人一人がシミュレーションをしてください。

避難する上で課題や難しいことが想定される場合は

できるだけ早く学部で相談、検討してください。

生徒指導部、危機管理委員会でも早急に課題、問題を

検討していきます。

防災に対する職員の意識改革（４／７危機管理研修より）


